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詳
し
く
は
、「
労
働
基
準
監
督
官

採
用
試
験　

厚
生
労
働
省
」
で

検
索
す
る
か
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

山
口
労
働
局
総
務
部�

総
務
課

　

☎
０
８
３
（
９
９
５
）
０
３
６
０

自
衛
官
募
集

◎
一
般
幹
部
候
補
生

■
応
募
資
格

　

22
歳
以
上
26
歳
未
満
の
方
（
20

歳
以
上
と
22
歳
未
満
の
方
は
、
大

学
卒
業
（
見
込
み
含
む
）、
修
士
課

程
修
了
者
等
（
見
込
み
含
む
）
は

28
歳
未
満
の
方
）

■
受
付
期
間　

４
月
14
日
㈭
ま
で

■
第
１
次
試
験
日

　

４
月
23
日
㈯
、
24
日
㈰

◎
歯
科
・
薬
剤
科
幹
部
候
補
生

■
応
募
資
格

　

専
門
の
大
学
卒
業
（
見
込
み
含

む
）
20
歳
以
上
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歳
未
満
の
方
（
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剤
科
は
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歳
以
上
28
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満
の
方
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■
受
付
期
間　

４
月
14
日
㈭
ま
で

■
第
１
次
試
験
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４
月
23
日
㈯

■
問
い
合
わ
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■
受
験
資
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平
成
４
年
４
月
２
日
～
平
成
13

年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
人

⑵�

平
成
13
年
４
月
２
日
以
降
生
ま

れ
で
、大
学
を
卒
業
し
た
人
（
令

和
５
年
３
月
卒
業
見
込
み
含

む
）、
人
事
院
が
同
等
の
資
格
が

あ
る
と
認
め
る
人

■
試
験
の
程
度　

大
学
卒
業
程
度

■
受
付
期
間

　

３
月
18
日
㈮
～
４
月
４
日
㈪
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タ
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ト
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、
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確
認
す
る
か
、
お
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い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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督
官
採
用
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験

■
採
用
予
定
者
数　

約
２
２
５
人

■
第
１
次
試
験
日

　

６
月
５
日
㈰

■
受
付
期
間

　

３
月
18
日
㈮
～
４
月
４
日
㈪

　

申
し
込
み
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
よ
り
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

みんなの情報源

シ
ニ
ア
向
け

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
教
室

（
※
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
限
定
）

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
ま
だ
お
持

ち
で
な
い
方
、
使
い
始
め
た
方
へ

の
教
室
で
す
。（
参
加
無
料
）

■
日
時

　

５
月
13
日
㈮

　

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

■
会
場　

柳
井
市
文
化
福
祉
会
館

■
内
容

⑴
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
基
本
操
作

⑵�

便
利
な
ア
プ
リ
の
使
い
方
や
不

当
請
求
に
つ
い
て

■
講
師　

Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
㈱
認
定
講
師

■
対
象　

60
歳
以
上
の
方

■
定
員

　

20
人
（
事
前
予
約
制
・
先
着
順
）

■
申
込
期
間

　

３
月
22
日
㈫
～
４
月
28
日
㈭

■
そ
の
他

　

筆
記
用
具
を
お
持
ち
く
だ
さ

い
。
当
日
は
こ
ち
ら
で
準
備
し
た

ア
ン
ド
ロ
イ
ド
Ｏ
Ｓ
の
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
を
使
用
し
ま
す
。（
ご
自
身

の
ス
マ
ホ
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
）

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
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し

　県内では、子供に対する犯罪や、その前兆となる
声かけ事案等が多く発生しています。新学期を迎え
るにあたり、地域の防犯力を高めて子供を犯罪の被
害から守りましょう。

「ながら見守り」にご協力を！
　現在、各地域で防犯ボランティア団体が結成され、
通学路や子供の遊び場などに対する見守り活動が行
われていますが、子供を犯罪被害から守るためには、
より多くの地域の皆さんの協力が必要です。
　そこで、地域の皆さんは散歩や買い物等の日常生活
をしながら、事業者の方は事業活動をしながら、防
犯の視点を持って子供を見守る「ながら見守り」を
行いましょう。

「ながら見守り」のポイントは？
　声かけ事案等は登下校時間帯の通学路上で多く発
生していますので、こうした時間帯、場所での子供の
見守りが効果的です。万が一、子供が被害に遭って
いるのを見た、子供が助けを求めてきたときは、す
ぐに 110 番通報しましょう。

地域で子供を見守る活動の推進
 柳井警察署だより 問周防大島幹部交番　☎ 0820（72）0110

　柳井警察署　　　　☎ 0820（23）0110


